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図 福岡県有明海広域浜プランの取り組み範囲 

 

２ 地域の現状 

（１） 地域の水産業を取り巻く現状等 

福岡県有明海地域は、４市(大川市、柳川市、みやま市、大牟田市)からなり、海岸線の長さ４

７㎞、漁場面積１７２㎢、干満の差が大きく広大な干潟があり、栄養塩に富んだ高い生産力を有

する海域である。主な漁業種類は海苔養殖業と広大な干潟域を利用した採貝漁業、刺し網漁業等

の漁船漁業である。 

福岡県沿岸漁業生産額の約５割、有明海の生産額の約９割を占める主幹産業である海苔養殖業

（R2～R6生産枚数：9.5億枚/年、R2～R6生産額：149.4億円/年）では、燃油や人件費等の増加

による生産コストの上昇、経営規模拡大に伴う海上作業量の増加、生産力低下や不安定な海況に

伴う海苔原藻の色落ちに加え、本県ブランドの認知不足や海苔消費量の低下等、多くの懸念材料

を抱えている。また、海苔養殖関連施設は地域内に施設も機能も分散して存在しており、今後の

養殖形態や販売方法を見据え、地域全体で再構築する必要がある。 



漁港は、地域水産業の生産及び水産物の供給に欠かせない基盤であるが、漁港施設の老朽化や

大潮満潮時の浸水などによる水揚げ機能の低下の課題がある。物揚場や桟橋など漁港施設の老朽

化により水揚げ機能が低下している漁港は、集中豪雨、台風、地震などによりさらなる機能低下

のリスクが高まっている。また、一部の漁港では物揚場の浸水により操業後の帰港が困難になる

など、漁労作業に支障をきたしたり、海面が低下するまで海上待機を余儀なくされることで、摘

採したノリ等の水揚げ作業ができず、鮮度低下が発生し、乾ノリの品質に悪影響を及ぼしたりす

る状況が見られる。 

地域全体で安全で迅速な水揚げを行い、摘採した生ノリの品質を落とすことなく陸上で行う乾

燥加工に移行することによって、均質で高い品質な乾ノリ製品の生産を行い、地域全体で推進し

ているブランド化を強く推進するためには、漁港施設の適切な機能の保全、強化を行い、物揚場

の嵩上げなど水揚げ機能を強化することが必要である。 

さらに、海苔養殖漁家軒数の減少(H27:638 人→R1:517人→R6:410人)とともに、従事者の高齢

化が進行している。また、当地域は多数の雇用口を有する福岡都市圏に近く、若年層の流出も考

えられ、日本有数の海苔産地としての存続が危ぶまれている。そのため、地域の水産業を守るた

めに新たな担い手の確保・育成は重要な課題となっている。 

一方、漁船漁業では、近年の大雨などの異常気象の多発やそれに伴う漁場へのゴミ流出、生物

生息環境の悪化など、環境変化等による水産資源の減少が著しく、このため増殖対策に取り組ん

でいるところである。特に、アサリの管理対策として当地域では他海区からの放流を行わない方

針のもと、当地域で天然に発生した稚貝の移植放流や保護区の設定を実施しており、最近ではア

サリ稚貝が広範囲に確認されるなど、回復の兆しが見られている。しかし、これまで当地域のア

サリの出荷は選別も徹底されず、相対取引によるものが主体で、純粋な福岡県有明海産であるに

もかかわらず、全国的に見ても安価に取引されてきた。今後、資源を有効に活用するためには、

販売方法を見直し、少ない漁獲で多くの収益を得る販売方法に転換する必要がある。 

また、アサリのほか、クルマエビやガザミの種苗放流や資源管理に取り組み、資源の維持・培

養に努めているが、放流種苗のほとんどを生産している福岡県栽培漁業センターの老朽化による

種苗の生産能力の低下が懸念され、計画的かつ安定した種苗放流を実施するためには、同センタ

ーの補修及び更新も必要となっている。 

 

 

 （２）その他の関連する現状等 

 当地域の海苔養殖をはじめ水産業は、国内のみならず国外との産地間競争の激化が予想される

ところである。 

 

 

３ 競争力強化の取組方針 

 （１）機能再編地域活性化に関する基本方針 

①前期の浜の活力再生広域プランの評価（成果及び課題） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ②今期の浜の活力再生広域プランの基本方針 

福岡県有明海地域の水産業を取り巻く現状等をふまえ、「浜の活力再生プラン（第３期)」（5水

港第 3082 号）および第１期・第２期浜の活力再生広域プランの取組みを更に強化し、地域が一

体となって、地域の活性化を図る。 

◎海苔養殖業の競争力強化 

○生産の効率化 

 近年、廃業等により海苔養殖漁家が減少するなか生産量を維持できているのは、一漁家の経

営規模が大きくなっている面（漁家あたり平均規模(小間数)：H27-33.7小間→R1-38.0 小間→

R6-43.5 小間）もある。しかし、一漁家が拡大できる規模にも限度がある。経営規模拡大に伴

う海上作業量の増加に対応するため、高速刈取船の導入など海上作業の効率化を検討し、関係

者と協議を進める。また、共同利用による協業化（主に共乾事業）及び協業施設の集約化を計

画的に推進し、生産コストの削減、省力化・効率化アップに取り組む。 

あわせて、地域内の漁港の機能分担を検討し、機能の保全・強化を行うことで、摘採したノリ

が潮汐の影響を受けず、迅速かつ安全な水揚げを可能にすることにより、ノリ製品の質を高め、

地域全体で取り組むノリのブランド化を強く推進する。 

○販売強化 

 漁連自らが販売できる体制の整備に向け協議を進め、海苔の販売会社立ち上げの検討や、ネ

ット販売など直接販売の形態を強化し、「福岡有明のり」の更なる認知度向上、販売拡大に取り

組む。 

 また、「福岡有明のり」をはじめ当地域の漁業・水産業をこれまで以上にＰＲするため、観光

業界等との連携により、観光客のニーズにマッチした宣伝素材を SNSや YouTube等で発信し、

販売収益の向上につなげる。 

 海苔養殖関連施設（入札場、荷捌場、冷凍庫、集出荷施設、倉庫、事務所等）は当地域内に

施設も機能も分散して存在しており、これらの機能の再構築を検討する。 

 

◎漁船漁業の振興 

○資源づくり 

 福岡県有明海区は、有明海再生特別措置法に基づく福岡県計画を策定しており、この中で、

水産動植物の増殖及び養殖の推進や海域環境の保全等を図ることが定められている。資源量の

低下（低位水準）が続くクルマエビやガザミ等甲殻類において、放流種苗を計画的かつ安定的

に行える生産体制を必要に応じて整備しつつ、種苗放流や資源管理を実施する。これらの広域

回遊種は、当地域のみならず有明海沿岸４県の共通資源と位置づけられており、放流効果把握

試験等の成果を踏まえ、効果が最も高い場所で放流する。 

 アサリ等二枚貝類については、移植・保護区の設定、輪番制等資源管理の更なる強化と自然

災害のリスクを踏まえた取組みを継続して行う。 

 また、国・県と協力して覆砂および潮の流れを改善する作澪を実施し、底質環境を改善する

ことで二枚貝類の増産を図るとともに、袋網方式等を活用したアサリの増殖に取り組むことで、

アサリの安定供給を実現する。 

 近年、集中豪雨により本県のみならず、沿海域全域が発生源となり、漂流漂着物が沿岸から

沖合まで広域的に発生しており、漁場保全を図るため漂流漂着物の効率的な回収に取り組む。 

○有利販売の推進 

 当海区で水揚げされるアサリについて、「福岡有明あさり」としてブランド化（徹底したサイ

ズ選別、産地のアピール等）による付加価値向上や共販を行い、単価向上を図る。また、その

他の魚種についても有利販売の検討を行う。 

 



◎漁港施設の整備 

○漁港施設の整備による水産業の競争力強化 

 漁港管理者において漁港施設の整備を実施し、既存施設を最大限活用したストック効果の最

大化を図り、水産業の競争力強化の推進に努める。 

 

 

（２） 中核的担い手の育成に関する基本方針 

①前期の浜の活力再生広域プランの評価（成果及び課題） 

 

 

 

 ②今期の浜の活力再生広域プランの基本方針 

第１期・第２期浜の活力再生広域プランの取組みを更に強化し、中核的漁業者の育成および経

営力の強化を図る。 

○中核的漁業者の育成 

若手漁業者の育成や地域の活性化に貢献している漁業者や将来的にそのようなリーダーにな

り得る漁業者等を中核的担い手として、その確保や育成に努める。持続的な漁業経営に取り組

むことができるよう、漁船リース事業の活用、省力・省コスト化等生産性の向上のための漁業

用機器設備の導入、コスト削減に努め、効率的な操業体制の構築および技術・経営にかかる研

修の強化による水産業の体質強化・改善等を行い、中核的漁業者の育成および経営力の強化を

図る。 

○新規就業者の確保・育成 

  職業としての水産業の理解促進および魅力向上を図るため、ＳＮＳ等で情報の発信の強化と、

水産高校等と連携し就業者の募集やマッチングを進めるとともに、経営体育成総合支援事業等

を積極的に活用し、新規就業者の受け入れ、育成を継続する。 

○漁協組織の強化 

  漁業者の経営安定と所得向上を図っていくために、漁連、漁協の指導力・販売力の強化を図

る。 

 

  

（３）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 

漁業法、漁業調整規則、漁業権行使規則の遵守のほか、福岡県有明海ノリ漁場改善計画に基づ

く取組みを推進するとともに、漁業者による自主的な資源管理や漁場環境の保全等の取組みを着

実に推進していく。 

 

 

（４）具体的な取組内容（年度ごとに数値目標とともに記載） 

  １年目(令和８年度) 

取組内容 ☆機能再編・地域活性化に関する取組 

◎海苔養殖業の競争力強化 

○生産の効率化 

・海苔の摘採から加工（乾燥）までの設備投資コストを可能な限り軽減するとともに、

省力化・効率化アップにつながる協業化（主に共乾事業）を更に推進する。 

・海上作業の省力化・効率化のため、当海区に適応した海苔刈り取り船等の技術導入の

検討を進める。 

・地域内の漁港の利用状況等を勘案し、機能分担を検討するとともに老朽化した漁港



施設について機能保全計画に基づき保全工事を実施する。また、生産拠点漁港におい

ては大規模災害に備えるため、施設の耐震・耐津波機能診断を実施する。あわせて、

満潮時の浸水など水揚げ機能が低下している漁港の機能強化工事を実施し、ノリ等

生産物の速やかな水揚げにより、地域全体のノリ品質の均一化と向上を図る。 

○販売強化 

・海苔販売会社の立上げの検討やネット販売など直接販売の形態を強化することで、

「福岡有明のり」を漁連自らが販売できる体制整備に向け検討する。 

・「福岡有明のり」の更なる認知度向上、販売拡大のため、地元自治体、観光、商工団

体等との連携を図り、販路を開拓する戦略的な取組を推進する。 

・海苔販売事業を効率的に推進するための施設を再構築するために、入札場、荷捌場、

冷凍庫、事務所、集出荷施設、倉庫、水産物販売所等の整備、新設を検討する。 

 

◎漁船漁業の振興 

○資源づくり 

・クルマエビ、ガザミ等甲殻類において、放流効果が高い場所への種苗の集中放流や抱

卵個体の保護等広域連携を図り資源管理の取組を強化し資源の増大を図る。 

・アサリ等二枚貝について、浜プランの取組をさらに推進し、移植・保護区の設定、輪

番制等適切な資源管理を実施するとともに自然災害のリスクを踏まえた取組みの実

施。 

・覆砂や作澪等の実施により底質を改善することで二枚貝等の増産を図る。また、袋網

方式等を活用したアサリ等二枚貝の増殖に取り組むことで、安定供給を実現する。 

○有利販売の推進 

・「福岡有明あさり」としてブランド化（漁獲（出荷）量の制限や徹底したサイズ選別

など）による付加価値向上対策や、共同販売を行うなど販売方法（トレーサビリティ

システムの導入等）を改善し、単価向上を図る。 

 

☆中核的担い手の育成に関する取組 

○中核的漁業者の育成 

・省力、省コスト化等生産性向上のための機器設備導入の促進支援し、経営改善や就労

環境の改善を図る。 

・認定漁業者制度に沿って経営改善計画を作成するための指導を行い、認定漁業者を

育成する。 

・養殖技術や経営等に係る研修を実施する。 

○新規就業者の確保・育成 

・「ふくおか農林漁業新規就業セミナー相談会」の場やＳＮＳを利用し、就業希望者へ

の情報発信や就業機会の増大を図る。 

・外部を含め新規就業者の受入れ体制が円滑に進むよう、関係規定等の整備を行うに

あたり、海苔養殖業における法人化のための勉強会を開催する。 

○漁協組織の強化 

・漁連、漁協の指導力・販売力の強化を図るため、適正な規模への漁協再編、漁協間の

業務連携を進め、また、漁協職員の研修会や人材交流により、経営改善指導や有利販

売を実践できる人材を育成する。 

 

活用する

支援措置

等 

(1)広域浜プラン緊急対策事業（国） 

(2)競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

(3)水産業競争力強化金融支援事業（国） 

(4)水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

(5)水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

(6)水産基盤整備事業（国） 

(7)経営体育成総合支援事業（国） 



(8)浜の活力再生・成長促進交付金（国） 

 

 

 

 

 ２年目（令和９年度） 

取組内容 ☆機能再編・地域活性化に関する取組 

◎海苔養殖業の競争力強化 

○生産の効率化 

・海苔の摘採から加工（乾燥）までの設備投資コストを可能な限り軽減するとともに、

省力化・効率化アップにつながる協業化（主に共乾事業）を更に推進する。 

・海上作業の省力化・効率化のため、当海区に適応した海苔刈り取り船等の技術導入の

検討を進める。 

・地域内の漁港の利用状況等を勘案し、機能分担を検討するとともに老朽化した漁港

施設について機能保全計画に基づき保全工事を実施する。また、生産拠点漁港におい

ては大規模災害に備えるため、施設の耐震・耐津波機能診断を実施する。あわせて、

満潮時の浸水など水揚げ機能が低下している漁港の機能強化工事を実施し、ノリ等

生産物の速やかな水揚げにより、地域全体のノリ品質の均一化と向上を図る。 

○販売強化 

・海苔販売会社の立上げの検討やネット販売など直接販売の形態を強化することで、

「福岡有明のり」を漁連自らが販売できる体制整備に向け検討する。 

・「福岡有明のり」の更なる認知度向上、販売拡大のため、地元自治体、観光、商工団

体等との連携を図り、販路を開拓する戦略的な取組を推進する。 

・海苔販売事業を効率的に推進するための施設を再構築するために、入札場、荷捌場、

冷凍庫、事務所、集出荷施設、倉庫、水産物販売所等の整備、新設を検討する。 

 

◎漁船漁業の振興 

○資源づくり 

・クルマエビ、ガザミ等甲殻類において、放流効果が高い場所への種苗の集中放流や抱

卵個体の保護等広域連携を図り資源管理の取組を強化し資源の増大を図る。 

・アサリ等二枚貝について、浜プランの取組をさらに推進し、移植・保護区の設定、輪

番制等適切な資源管理を実施するとともに自然災害のリスクを踏まえた取組みの実

施。 

・覆砂や作澪等の実施により底質を改善することで二枚貝等の増産を図る。また、袋網

方式等を活用したアサリ等二枚貝の増殖に取り組むことで、安定供給を実現する。 

○有利販売の推進 

・「福岡有明あさり」としてブランド化（漁獲（出荷）量の制限や徹底したサイズ選別

など）による付加価値向上対策や、共同販売を行うなど販売方法（トレーサビリティ

システムの導入等）を改善し、単価向上を図る。 

 

☆中核的担い手の育成に関する取組 

○中核的漁業者の育成 

・省力、省コスト化等生産性向上のための機器設備導入の促進支援し、経営改善や就労

環境の改善を図る。 

・認定漁業者制度に沿って経営改善計画を作成するための指導を行い、認定漁業者を

育成する。 

・養殖技術や経営等に係る研修を実施する。 

○新規就業者の確保・育成 



・「ふくおか農林漁業新規就業セミナー相談会」の場やＳＮＳを利用し、就業希望者へ

の情報発信や就業機会の増大を図る。 

・外部を含め新規就業者の受入れ体制が円滑に進むよう、関係規定等の整備を行うに

あたり、海苔養殖業における法人化のための勉強会を開催する。 

○漁協組織の強化 

・漁連、漁協の指導力・販売力の強化を図るため、適正な規模への漁協再編、漁協間の

業務連携を進め、また、漁協職員の研修会や人材交流により、経営改善指導や有利販

売を実践できる人材を育成する。 

 

活用する

支援措置

等 

(1)広域浜プラン緊急対策事業（国） 

(2)競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

(3)水産業競争力強化金融支援事業（国） 

(4)水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

(5)水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

(6)水産基盤整備事業（国） 

(7)経営体育成総合支援事業（国） 

(8)浜の活力再生・成長促進交付金（国） 

(9)水産業競争力強化漁港機能増進事業（国） 

 

 

 ３年目（令和１０年度） 

取組内容 ☆機能再編・地域活性化に関する取組 

◎海苔養殖業の競争力強化 

○生産の効率化 

・海苔の摘採から加工（乾燥）までの設備投資コストを可能な限り軽減するとともに、

省力化・効率化アップにつながる協業化（主に共乾事業）を更に推進する。 

・海上作業の省力化・効率化のため、当海区に適応した海苔刈り取り船等の技術導入の

検討を進める。 

・地域内の漁港の利用状況等を勘案し、機能分担を検討するとともに老朽化した漁港

施設について機能保全計画に基づき保全工事を実施する。また、生産拠点漁港におい

ては大規模災害に備えるため、施設の耐震・耐津波機能診断を実施する。あわせて、

満潮時の浸水など水揚げ機能が低下している漁港の機能強化工事を実施し、ノリ等

生産物の速やかな水揚げにより、地域全体のノリ品質の均一化と向上を図る。 

○販売強化 

・海苔販売会社の立上げの検討やネット販売など直接販売の形態を強化することで、

「福岡有明のり」を漁連自らが販売できる体制整備に向け検討する。 

・「福岡有明のり」の更なる認知度向上、販売拡大のため、地元自治体、観光、商工団

体等との連携を図り、販路を開拓する戦略的な取組を推進する。 

・海苔販売事業を効率的に推進するための施設を再構築するために、入札場、荷捌場、

冷凍庫、事務所、集出荷施設、倉庫、水産物販売所等の整備、新設を検討する。 

 

◎漁船漁業の振興 

○資源づくり 

・クルマエビ、ガザミ等甲殻類において、放流効果が高い場所への種苗の集中放流や抱

卵個体の保護等広域連携を図り資源管理の取組を強化し資源の増大を図る。 

・アサリ等二枚貝について、浜プランの取組をさらに推進し、移植・保護区の設定、輪

番制等適切な資源管理を実施するとともに自然災害のリスクを踏まえた取組みの実

施。 

・覆砂や作澪等の実施により底質を改善することで二枚貝等の増産を図る。また、袋網



方式等を活用したアサリ等二枚貝の増殖に取り組むことで、安定供給を実現する。 

○有利販売の推進 

・「福岡有明あさり」としてブランド化（漁獲（出荷）量の制限や徹底したサイズ選別

など）による付加価値向上対策や、共同販売を行うなど販売方法（トレーサビリティ

システムの導入等）を改善し、単価向上を図る。 

 

☆中核的担い手の育成に関する取組 

○中核的漁業者の育成 

・省力、省コスト化等生産性向上のための機器設備導入の促進支援し、経営改善や就労

環境の改善を図る。 

・認定漁業者制度に沿って経営改善計画を作成するための指導を行い、認定漁業者を

育成する。 

・養殖技術や経営等に係る研修を実施する。 

○新規就業者の確保・育成 

・「ふくおか農林漁業新規就業セミナー相談会」の場やＳＮＳを利用し、就業希望者へ

の情報発信や就業機会の増大を図る。 

・外部を含め新規就業者の受入れ体制が円滑に進むよう、関係規定等の整備を行うに

あたり、海苔養殖業における法人化のための勉強会を開催する。 

○漁協組織の強化 

・漁連、漁協の指導力・販売力の強化を図るため、適正な規模への漁協再編、漁協間の

業務連携を進め、また、漁協職員の研修会や人材交流により、経営改善指導や有利販

売を実践できる人材を育成する。 

 

活用する

支援措置

等 

(1)広域浜プラン緊急対策事業（国） 

(2)競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

(3)水産業競争力強化金融支援事業（国） 

(4)水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

(5)水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

(6)水産基盤整備事業（国） 

(7)経営体育成総合支援事業（国） 

(8)浜の活力再生・成長促進交付金（国） 

(9)水産業競争力強化漁港機能増進事業（国） 

 

 

 ４年目（令和１１年度） 

取組内容 ☆機能再編・地域活性化に関する取組 

◎海苔養殖業の競争力強化 

○生産の効率化 

・海苔の摘採から加工（乾燥）までの設備投資コストを可能な限り軽減するとともに、

省力化・効率化アップにつながる協業化（主に共乾事業）を更に推進する。 

・海上作業の省力化・効率化のため、当海区に適応した海苔刈り取り船等の技術導入の

検討を進める。 

・地域内の漁港の利用状況等を勘案し、機能分担を検討するとともに老朽化した漁港

施設について機能保全計画に基づき保全工事を実施する。また、生産拠点漁港におい

ては大規模災害に備えるため、施設の耐震・耐津波機能診断を実施する。あわせて、

満潮時の浸水など水揚げ機能が低下している漁港の機能強化工事を実施し、ノリ等

生産物の速やかな水揚げにより、地域全体のノリ品質の均一化と向上を図る。 

○販売強化 

・海苔販売会社の立上げの検討やネット販売など直接販売の形態を強化することで、



「福岡有明のり」を漁連自らが販売できる体制整備に向け検討する。 

・「福岡有明のり」の更なる認知度向上、販売拡大のため、地元自治体、観光、商工団

体等との連携を図り、販路を開拓する戦略的な取組を推進する。 

・海苔販売事業を効率的に推進するための施設を再構築するために、入札場、荷捌場、

冷凍庫、事務所、集出荷施設、倉庫、水産物販売所等の整備、新設を検討する。 

 

◎漁船漁業の振興 

○資源づくり 

・クルマエビ、ガザミ等甲殻類において、放流効果が高い場所への種苗の集中放流や抱

卵個体の保護等広域連携を図り資源管理の取組を強化し資源の増大を図る。 

・アサリ等二枚貝について、浜プランの取組をさらに推進し、移植・保護区の設定、輪

番制等適切な資源管理を実施するとともに自然災害のリスクを踏まえた取組みの実

施。 

・覆砂や作澪等の実施により底質を改善することで二枚貝等の増産を図る。また、袋網

方式等を活用したアサリ等二枚貝の増殖に取り組むことで、安定供給を実現する。 

○有利販売の推進 

・「福岡有明あさり」としてブランド化（漁獲（出荷）量の制限や徹底したサイズ選別

など）による付加価値向上対策や、共同販売を行うなど販売方法（トレーサビリティ

システムの導入等）を改善し、単価向上を図る。 

 

☆中核的担い手の育成に関する取組 

○中核的漁業者の育成 

・省力、省コスト化等生産性向上のための機器設備導入の促進支援し、経営改善や就労

環境の改善を図る。 

・認定漁業者制度に沿って経営改善計画を作成するための指導を行い、認定漁業者を

育成する。 

・養殖技術や経営等に係る研修を実施する。 

○新規就業者の確保・育成 

・「ふくおか農林漁業新規就業セミナー相談会」の場やＳＮＳを利用し、就業希望者へ

の情報発信や就業機会の増大を図る。 

・外部を含め新規就業者の受入れ体制が円滑に進むよう、関係規定等の整備を行うに

あたり、海苔養殖業における法人化のための勉強会を開催する。 

○漁協組織の強化 

・漁連、漁協の指導力・販売力の強化を図るため、適正な規模への漁協再編、漁協間の

業務連携を進め、また、漁協職員の研修会や人材交流により、経営改善指導や有利販

売を実践できる人材を育成する。 

 

活用する

支援措置

等 

(1)広域浜プラン緊急対策事業（国） 

(2)競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

(3)水産業競争力強化金融支援事業（国） 

(4)水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

(5)水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

(6)水産基盤整備事業（国） 

(7)経営体育成総合支援事業（国） 

(8)浜の活力再生・成長促進交付金（国） 

(9)水産業競争力強化漁港機能増進事業（国） 

 

  

５年目（令和１２年度） 



取組内容 ☆機能再編・地域活性化に関する取組 

◎海苔養殖業の競争力強化 

○生産の効率化 

・海苔の摘採から加工（乾燥）までの設備投資コストを可能な限り軽減するとともに、

省力化・効率化アップにつながる協業化（主に共乾事業）を更に推進する。 

・海上作業の省力化・効率化のため、当海区に適応した海苔刈り取り船等の技術導入の

検討を進める。 

・地域内の漁港の利用状況等を勘案し、機能分担を検討するとともに老朽化した漁港

施設について機能保全計画に基づき保全工事を実施する。また、生産拠点漁港におい

ては大規模災害に備えるため、施設の耐震・耐津波機能診断を実施する。あわせて、

満潮時の浸水など水揚げ機能が低下している漁港の機能強化工事を実施し、ノリ等

生産物の速やかな水揚げにより、地域全体のノリ品質の均一化と向上を図る。 

○販売強化 

・海苔販売会社の立上げの検討やネット販売など直接販売の形態を強化することで、

「福岡有明のり」を漁連自らが販売できる体制整備に向け検討する。 

・「福岡有明のり」の更なる認知度向上、販売拡大のため、地元自治体、観光、商工団

体等との連携を図り、販路を開拓する戦略的な取組を推進する。 

・海苔販売事業を効率的に推進するための施設を再構築するために、入札場、荷捌場、

冷凍庫、事務所、集出荷施設、倉庫、水産物販売所等の整備、新設を検討する。 

 

◎漁船漁業の振興 

○資源づくり 

・クルマエビ、ガザミ等甲殻類において、放流効果が高い場所への種苗の集中放流や抱

卵個体の保護等広域連携を図り資源管理の取組を強化し資源の増大を図る。 

・アサリ等二枚貝について、浜プランの取組をさらに推進し、移植・保護区の設定、輪

番制等適切な資源管理を実施するとともに自然災害のリスクを踏まえた取組みの実

施。 

・覆砂や作澪等の実施により底質を改善することで二枚貝等の増産を図る。また、袋網

方式等を活用したアサリ等二枚貝の増殖に取り組むことで、安定供給を実現する。 

○有利販売の推進 

・「福岡有明あさり」としてブランド化（漁獲（出荷）量の制限や徹底したサイズ選別

など）による付加価値向上対策や、共同販売を行うなど販売方法（トレーサビリティ

システムの導入等）を改善し、単価向上を図る。 

 

☆中核的担い手の育成に関する取組 

○中核的漁業者の育成 

・省力、省コスト化等生産性向上のための機器設備導入の促進支援し、経営改善や就労

環境の改善を図る。 

・認定漁業者制度に沿って経営改善計画を作成するための指導を行い、認定漁業者を

育成する。 

・養殖技術や経営等に係る研修を実施する。 

○新規就業者の確保・育成 

・「ふくおか農林漁業新規就業セミナー相談会」の場やＳＮＳを利用し、就業希望者へ

の情報発信や就業機会の増大を図る。 

・外部を含め新規就業者の受入れ体制が円滑に進むよう、関係規定等の整備を行うに

あたり、海苔養殖業における法人化のための勉強会を開催する。 

○漁協組織の強化 

・漁連、漁協の指導力・販売力の強化を図るため、適正な規模への漁協再編、漁協間の

業務連携を進め、また、漁協職員の研修会や人材交流により、経営改善指導や有利販

売を実践できる人材を育成する。 

 



活用する

支援措置

等 

(1)広域浜プラン緊急対策事業（国） 

(2)競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

(3)水産業競争力強化金融支援事業（国） 

(4)水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

(5)水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

(6)水産基盤整備事業（国） 

(7)経営体育成総合支援事業（国） 

(8)浜の活力再生・成長促進交付金（国） 

(9)水産業競争力強化漁港機能増進事業（国） 

 

 

 （５）関係機関との連携 

産・学・官・民連携による、海苔の食品としての活用拡大を図る新商品開発、未利用資源の有

効利用、作業の効率化を図る新機器の研究を推進する。 

 

 

 （６）他産業との連携 

 観光・商工団体等の各種団体と連携を図り、６次産業化の取組みを進め、新たな市場を開拓す

るなど戦略的な販売を推進する。 

 

 

４ 成果目標 

（１）成果目標の考え方 

○海苔の生産量の増加 

 令和４～６年度は３年連続で不作となっており、生産枚数は７．３億枚と低迷している。そ

のため不作以前の水準まで生産量を回復させることを目標とする。 

〇海苔の生産金額の維持 

 全国的な不作による品薄、記録的な物価上昇の影響を受け、海苔の単価は高騰している。そ

のため生産量の低迷に反して令和６年度の生産額は１９２億円と高い水準となったが、今後単

価が平年並みに戻った際に、平年並みの生産額を維持することを目標とする。 

○自社ブランド海苔販売量の増 

 ブランド強化に取り組んだことを表す指標となる。販売量の増加がひいては海苔単価の向上

につながり、漁業者の所得増につながると考えられる。 

○共同販売によるアサリ単価の向上 

 アサリについて、漁獲（出荷）量の制限や徹底したサイズ選別など付加価値向上対策を行う

とともに、共販を行うなど販売方法を改善することにより、単価の向上が期待できる。このた

め、アサリの単価を向上させることを目標とする。 

○新規就業者数 

 新規就業者数を安定して確保することにより、海区の生産量を維持する。 

 

（２）成果目標 

海苔の生産枚数の維持 

基準年 令和６年度： 

生産枚数 ７．７億枚 

目標年 令和１２年度： 

生産枚数 １３.０億枚 



海苔の生産金額の維持 

基準年 令和２～６年度５中３平均： 

生産金額 １５０．０億円 

目標年 令和１２年度： 

生産金額 １５０．０億円 

海苔販売量(自社のブランド)

の増加 

基準年 令和２～６年度５中３平均： 

販売額 ４，１４０万円 

目標年 令和１２年度： 

販売額 ４，９７０万円 

共同販売によるアサリ単価の

向上 

基準年 令和３年度： 

単価３，７５０円／10㎏ 

目標年 令和１２年度： 

単価４，５００円／10㎏ 

新規就業者数 基準年 令和４～６年度平均： 

３０人 

目標年 令和８～１２年度累計： 

１５０人 

 

（３）上記の算出方法及びその妥当性 

○海苔の生産量の増加 

  

  基準年は直近年の数値を用い、目標年は生産枚数が減少する前の令和３年度実績水準まで回

復することを目標とする。 

〇海苔の生産額の維持 

  近年ののり養殖は年変動が大きいため、基準年は令和２～６年度の５中３の数値を用い、現

状を維持することを目標とする。 

○海苔販売量(自社ブランド)の増加 

 自社で販売できる直接販売の形態を開始することにより、令和２～６年度の５中３の平均値

を基準として、基準年より２０％増加させることを目標とした。 

○共同販売によるアサリ単価の向上 

アサリ漁業は年変動が大きい（令和４、５年度は漁獲が無く共販休止）ため、令和３年度実

績を基準とし、基準年より２０％の単価の向上を目標とした。 

〇新規就業者数 

 県の基本計画において、県全体で７０人／年の新規就業者を目標としており、漁業者数で案

分すると、有明海区における毎年の新規就業者数はおよそ３０人を維持する必要がある。また、

令和４～６年度の有明海区の平均新規就業者数も３０人であることからこれを基準とし、維持

することを目標とする。 

 

 

５ 関連施策 

活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生広域プランとの関係性 

競争力強化型機器等導入緊急対策事業

(国) 

省力・省コスト化に資する漁業用機器の導入を推進

し、生産性向上を図る。 

水産業競争力強化金融支援事業(国) 
中核的漁業者に支援する水産業競争力強化のための

資金について、実質無利子、無担保・無保証人等での



融資可能を図る。 

水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業

(国) 

中核的漁業者へのリース方式による漁 s 船の導入を

支援する。 

水産業競争力強化緊急施設整備事業(国) 
競争力強化を図るための共同利用施設の新設・改築、

既存施設の撤去の支援を図る。 

水産基盤整備事業(国) 

・漁港の機能保全計画に基づき保全工事を実施する。

また、耐震・耐津波機能診断を実施し、診断結果に基

づき対策工事を実施する。 

・覆砂工事等を実施し、底質環境の改善を図る。 

経営体育成総合支援事業 (国) 
新規就業者確保の支援を図る。 

 

浜の活力・成長促進交付金(国) 
共同利用施設等の整備の強化を図る。 

 

水産業競争力強化漁港機能増進事業(国) 競争力のある生産・流通体制の構築を図るために必要

となる漁港機能を増進する取組を進める。 

 


